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3-2-4 施工計画／調達計画 

3-2-4-1 施工方針／調達方針 

(1) コミュニティ開発支援無償による実施の検討 

本計画は、我が国のコミュニティ開発支援無償資金協力のスキームに従って実施されるが、

本計画のコミュニティ開発支援無償資金協力に係る交換公文（E/N）ならびに G/A 締結後、ナ

イジェリア国政府は、施工監理コンサルタント及び施工業者の選定・契約を調達代理機関に委

託する。また、施工監理コンサルタント及び施工業者は、調達代理機関と契約を締結し、それ

ぞれの業務を実施する。 

1) 現地施工業者 

学校案件に応募してくる業者は一般的に中規模以下の建設業者で、厳格な施工監理のもとに

工事を行った経験がないため、ほとんどが十分な施工計画を作成できずコンサルタントの審査

を満足できる施工技術水準にない。しかし、UBEC/SUBEB 発注の学校建設では検査が十分でな

いので、それで通用している。当計画では業者選定において、工事実施可能な財務状況および

品質を確保できる有能な建築技術者を保有する建設会社であることを条件として入札業者を選

別する。そのため、入札図書で次の項目を要求し、精査する。 

 最近 3 年間の財務状況（資格のある会計士の署名が必要） 

 品質管理のある外国プロジェクト工事の経験 

 最近 5 年間の類似種類・規模の工事の経験 

 施工計画、工程計画のレベル 

 本工事に従事予定の技術者、管理者、作業長の資格、経歴 など 

2) 現地コンサルタント 

現地にコンサルタントとして看板を掲げている会社は数多くあるが、一般に住宅設計会社で

あり、構造設計、設備設計、施工監理を総合してコンサルタント業務を実施できる会社はない。

施工監理が業務として確立されておらず、ほとんどの学校建築が監理なしに施工されているため、

その分野の技術や人材は育っていない。監理経験と高い技術力は望めない。このような状況の中で

第二次と同様に、本計画においては監理補助のみに現地技術者を活用することとし、日本人コン

サルタントによる技術指導を実施し、所定の品質確保や工程、安全業務などの監理を行う必要がある。

なお、工事開始時には、現地コンサルタントの技術監理者を集め、施工監理のポイント・方法、

品質確保のための理由、施工監理書類・書式への記入などを指導し、施工監理方法の統一化と

徹底を図ることとする。 

3) 本邦コンサルタント 

一般無償資金協力と異なり、現地の施工業者による本体施工となるため、品質管理、工程管

理及び安全管理に係る本邦コンサルタントによる施工監理及び技術指導を強化する必要がある。 

できあがった工事のチェックに加え、第二次小学校建設計画（カノ州）において次表のよう

な施工監理技術指導を行った。 
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表 3-12 第二次小学校建設計画（カノ州）での施工監理技術指導 

時期 項目 施工監理指導 

工事開始時 施工計画、工程計画、工事工程表 修正指示、指導。安全指導。 

施工時 毎月の工程計画、工事工程表 修正指示、指導。 

 やり方、墨出し 墨壺提供、墨出し指導、レベル出し指導。 

 埋戻し 埋め戻し材、転圧方法指導。 

 コンクリート練り 配合計画指導。投入順、かくはん、時間管理指導。 

 鉄筋 鉄筋施工図作成。鉄筋加工指導。 

 型枠 斜め型枠原寸墨作成・指導 

 鉄骨 製作図作成。テンプレート作成。 

 アンカー 位置出し、固定方法指導。 

 母屋 通り、レベルの出し方指導。 

 

(2) 実施体制 

1) 責任・実施機関 

本計画での責任・実施機関は、基礎教育普及化委員会（UBEC：Universal Basic Education 

Commission）とオヨ州基礎教育普及化委員会（SUBEB：Oyo State Universal Basic Education Board）

である。ナイジェリア国では、初等教育に関して、教育政策およびカリキュラム編成の責任は

連邦教育省（FME）及び基礎教育普及化委員会（UBEC）が責任を負う。州教育委員会(SUBEB)

および地方教育委員会（LGEA）が初等教育行政の実務を管轄している。 

本計画は、コミュニティ開発無償資金協力案件として、ナイジェリア国政府側の責任・実施

機関である UBEC と日本の調達代理機関が締結する調達代理契約(Agent Agreement: A/A)に基づ

いて実施される。この中で、UBEC/SUBEB はナイジェリア国におけるコミュニティ開発無償資

金協力事業の全体を統括する機関であり、調達代理機関は契約先として円滑な事業実施の責務

を負うこととなる。また、ナイジェリア国政府側の主な関係省庁（UBEC、FME、国家計画委

員会 NPC）と JICA 間の各々の代表からなる政府間協議会（Consulting Committee）を設置し、

国レベルで調整・確認を要する事項の協議を実施する。また、NPC、FME、JICA ナイジェリア

事務所及び調達代理機関でワーキング・グループを設置し、進捗確認及び技術的確認事項など

の協議を実施する。以下にその体制を示す。 
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図 3-6 プロジェクト実施体制図 

2) 調達代理機関 

① 実施内容 

入札図書作成参考資料は、概略設計調査を実施した本邦コンサルタントが作成すること

が望ましいが、その選定についてはナイジェリア国実施機関の了承を得ることとする。そ

の後、調達代理機関は、日本政府よりナイジェリア国側に推薦され、責任機関の受任者と

して本体契約のコンポーネントが適正かつ、円滑に実施されるように総合的な監理を実施

する。また、調達代理機関は、入札事前資格審査（PQ）及び入札図書を取り纏め、本計画

での入札手続及び入札を執り行い、施工時には総括的な監理を行う。 

② 実施体制 

本計画での調達代理機関による各々の業務実施は次のとおりとなる。 

実施設計期間（入札手続期間） 施工監理期間 

本計画の入札会をナイジェリア国で実施することを想

定し、調達代理機関の現地事務所は首都アブジャに置

くことが望ましい。なお、統括監理者は事務所開設時

と業者契約・施主承認時にスポットで監理業務を行う。

なお、統括監理補佐は現地に常駐し、調達代理機関契

約、銀行手続き・口座開設、現地事務所の設立及び入

札図書のうち、業者契約に係る書類の作成並びに入札

図書配布と入札・評価・業者契約業務などを行う。 

ナイジェリア国の建設事情により、入札ロット数が多

くなることが予測されるため、現地庸人の契約・資金

担当者と事務員を補助員として雇用する。また、入札

調達代理機関は、施工期間中の統括監理を

行うが、技術的な監理については本邦コン

サルタントが行い、調達代理機関は主に資

金管理を行うこととする。そのため、入札

手続期間に引き続き首都アブジャに事務

所を置き、統括監理者は工事開始時の立会

いと竣工検査・事務所閉鎖などの業務を行

う。補佐的な業務を主体とする現地傭人と

して事務員を雇用する。毎月の出来高を含

む月報はコンサルタントが調達代理機関

の担当へ連絡する。 

 
 

施工監理 

 

報告 

ナイジェリア政府 

(先方政府) 

日本国政府 

JICA 

ナイジェリア

事務所 

在ナイジェリア 

日本大使館 
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E/N 
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国家計画 
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UBEC:  Universal Basic Education Commission  基礎教育普及化委員会 

SUBEB: State Universal Basic Education Board  州基礎教育普及化委員会 

UBEC 

オヨ州 SUBEB 

連邦教育省 
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実施設計期間（入札手続期間） 施工監理期間 

図書の内容に係る技術的な質疑回答作業や、入札業者

の技術プロポーザル部分・評価を適性に評価する必要

があるため、本邦コンサルタントが技術部分の補助を

行う。（図 入札時の実施体制 参照） 

調達代理機関の決済は日本で行う。 

（図 施工管理時の実施体制 参照） 

 

図 3-7 入札時の実施体制 

 

 

図 3-8 調達代理機関 実施体制 

3) 施工監理コンサルタント 

① 実施内容 

コンサルタントは、施工監理コンサルタントとして調達代理機関が行う入札関連業務の

技術的補佐や工事の施工監理を実施する。なお、コンサルタントの施工監理業務は、工事

の施工品質・工程・安全などの監理を行うとともに、建設会社が実施した毎月の工事出来

高を査定・評価し、その内容を調達代理機関に報告する業務なども行う。 

調達代理機関 

統括管理者 

統括補佐 

雑用係 

コンサルタント 

技術監理者（業務主任） 

技術監理者 

現地技術者 

調達代理機関 

黄色着色部は日本人を示す 

技術的補助・助言 

調達代理機関（アブジャ事務所） 

統括管理者 

（スポット管理） 

雑用係 

黄色着色部は日本人を示す 

統括補佐（常駐管理） 
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② 実施体制 

本計画での施工監理コンサルタントによる各々の業務実施は次のとおりとなる。 

実施設計期間（入札手続期間） 施工監理期間 

コンサルタントは、調達代理機関が行う入

札資格事前審査（PQ）及び入札を含めた入

札関連業務の技術的補佐業務を行う。技術

監理者（業務主任）と監理技術者は、入札

図書作成・承認時と契約・施主承認時の技

術的補佐業務として、スポットで業務を行

うこととする。また、日本人技術監理者を

補佐するため、現地の技術者を雇用し、業

務を円滑に行うこととする。なお、質疑応

答時には日本人技術者は国内で対応する

こととし、現地業務は現地技術者が直接対

応する体制とする。 

現地建設業者の施工能力、技術力は十分とは言えないこ

とから、日本人技術監理者と現地技術監理者を配置する

こととする。特に、能力の不足する現地建設業者には、

完了した工事のチェックを中心とした監理に加え、その

前に施工業者に対する施工計画、工程表、施工図等作成

指導を含む施工管理指導が必要である。 

本計画整備対象校 36 サイトは、オヨ州にある 36 地方政

府 LGA の内 19 LGA に点在し、時間的にも州都イバダン

の中心から近い対象校で約 10 分、最も遠隔地で約 2.5 時

間の範囲に位置している。同監理体制として、州都イバ

ダンに監理事務所を置くこととする。施工監理時のサイ

トへ移動には多くの時間が必要である。 

以上より、1 人はスポット監理者として統括、報告書ま

とめ、連絡・調整、施工監理指導兼任とし、2 人の常駐

施工監理技術者は方面毎に 18 サイトずつ担当すること

とする。その補佐として現地主任技術者 3 名、監理技術

者 15 名（2～3 サイト毎に 1 名）、積算技術者 1 名、雑用

係、運転手を配置し、品質・工程、安全管理などを実施

することとする。 

（次図 施工監理時のコンサルタント実施体制 参照） 

 

 

図 3-9 施工監理時のコンサルタント実施体制 
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3-2-4-2 施工上／調達上の留意事項 

(1) 資機材 

1) 資材の調達 

本計画における主要資材はナイジェリア国内ですべて調達可能である。ただし、セメントは

メーカーが生産調整を行う時期があり、その時期は調達が難しくなるので、ある程度のストッ

ク確保が必要である。また鉄筋は一般に流通している製品は規準に従った製造の行われていな

い規格外品なので、購入メーカーを限定する必要がある。鉄骨はナイジェリア国は材料費が高

く、製作能力も低いので、海外から製作したものを輸入した方が品質的、価格的に有利となる

場合がある。 

① セメント 

セメントは、民間のセメント製造工場が 3 ヶ所存在し、その内 2 つの工場の品質は良い。

しかしながら、実施地周辺にはセメント製造工場がないため、オヨ州において一般的に市

場に出回っている品質の良い 2 つの工場で製造された物を調達することとなる。 

② 鉄筋 

鉄筋については、民間の鉄筋製造工場が 3 ヶ所存在し、その内 2 つの工場はインゴット

を輸入し異形棒鋼（鉄筋）を製造している。もう１社はカノ州にあり、スクラップから同

様の鉄筋を製造している。どちらも品質的に特段の問題はない。オヨ州では、どの製造工

場で製造された鉄筋でも一般的に市場に出回っており、そこから調達することとなる。な

お、ナイジェリア国で製造される異形棒鋼の径は、8mm、10mm、12mm、14mm までであ

り、16mm 以上は中国、ウクライナ、インド国などから輸入するか、または輸入されたも

のを市場から調達することとなる。 

③ コンクリート用砂、砕石 

ナイジェリア国では、首都・都市部以外での生コンクリートの調達が困難であるため、

本計画対象地でのコンクリート工事は、簡易ミキサー（ディーゼルエンジン駆動）での現

場練りになる。砂、砕石についてはオヨ州及び近隣地域などで調達が可能であり、砂、砕

石とも品質的に特段の問題は無い。なお、砂の使用に際しては、塩分濃度の測定などの事

前確認が必要である。 

④ 屋根材 

屋根材の長尺アルミニウムシートの成型工場は、アブジャ近郊、ラゴス周辺などに存在

し、それぞれの工場より直接調達することが可能である。この種の材料は、SUBEB の学

校プロトタイプや第一次の小学校建設計画にも使用されており、実績がある材料でもある。 

屋根のトラス材に使用される鉄骨材料は、ナイジェリア国において生産されていないた

め、既に輸入され、市場に出回っているものを調達するか、または、使用される量や使用

されるサイズによっては輸入する必要がある。従って、本計画の設計においては、その点

を留意する必要がある。なお、鉄骨の加工・組立工場はラゴス市内に存在している。 
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⑤ 建具 

鋼製扉や窓については、オヨ州やラゴスの業者から調達が可能である。 

2) 資材運搬・搬入時期 

4 月から 10 月が雨期であり、例年 6 月、9 月は最も雨量の多い時期であるため、あらかじ

め、この時期を想定して事前の資機材搬入計画を作成し、工程に支障のないようにする。 

3) 建設資材の現場での保管 

建設現場は集落の一部に位置しているため、また、既存校内で工事を実施することから工

事関係者以外の立ち入りを制限する仮設フェンス等の設置は必要である。また、保安や盗難

防止の観点からも第三者の立ち入りを制限することが必要である。なお、セメント、骨材、

鉄筋、型枠材などの資機材の搬入計画に留意すると共に浸水を避ける高さの建設資機材保管

場所を確保する必要がある。 

(2) 労務 

熟練工の確保は、オヨ州のみでは難しい。アブジャやラゴスから熟練工を調達する必要があ

る。確保できた熟練工の数に応じ工程計画を立案する必要がある。 

(3) 入札手続き 

1) ナイジェリア国の公共事業発注形態 

① 入札と工事契約手続き 

ナイジェリア国での公共事業の公示、入札、契約手続きは、各機関・省庁・各州のそれ

ぞれが持つ入札規則に従い実施されており、ナイジェリア国政府による特別の規則・規定

はない。 

オヨ SUBEB の入札は新聞 2 紙に公示し、会社登録、税金納入登録等の資格要件を満たす建

設会社の一般競争入札で行っている。入札期間は一般に 1棟単位なので 20日間のみである。

年によって上限価格が決まっており、落札価格はほとんど差がない。 

このため、本計画での入札業務は、UBEC、SUBEB が発注している案件例や各国際援助

機関が実施している公示方法、入札方法、契約手続きなどを考慮し、また、近年のコミュ

ニティ開発無償資金協力事業での入札業務例を参考にしながら係る入札、契約手続きを行

うこととする。 

② 契約方式について 

ナイジェリア国における主な工事契約方法は、工事数量による BQ 契約方式や一括請負

契約方式（ランプサム方式）で行われているが、本計画では、一括請負契約方式を採用す

ることとする。なお、契約通貨については、現地貨払い契約と外貨払い契約（アメリカド

ル USD 契約）が考えられるが、為替の変動等のリスクを考慮し契約通貨を USD とする。 
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2) 建設業者選定 

本計画での建設業者選定のフローは次のとおりとなる。 

図 3-10 建設業者選定フロー 

3) 入札の方法 

入札は、ナイジェリア国建設業登録業者及び本邦業者を対象とした一般競争入札とし、新聞

及び調達代理機関のインターネットサイトで公示を行う。 

ロット分けは、多くの業者に分散して発注した場合、資金力の脆弱な業者や、施工能力の低

い業者が落札する可能性が出てくるので、十分な実績と施工管理能力を保有する建設会社に厳

選して施工に当たらすべく、２ロット程度とする。まず入札資格事前審査（PQ）を行い、財務

能力、類似工事実績、技術力、有能な技術者の保有数を重点に審査を行い、入札業者の選別を

行う。 

入札審査においては、工程管理能力は品質管理能力を重視し、技術審査を行う。 

  

入札資格事前審査（PQ）の新聞公示 応募書類の審査 

（1） 現地英字新聞 2 社（アブジャ、イバダン） 

UBEC 掲示板、Tender Juanal ,Web-Site 

（2） 本プログラムの概要 

（3） 施工地域及び場所 

（4） 工事内容・規模など 

（1） 会社概要 

（2） 資本金及び主な資本者 

（3） 会社の業務経歴 

（4） 建築工事の完工高 

（5） 技術者の種類と数 

合否連絡及び 

入札図書配布 

（1） 合否結果連絡 

（2） 入札図書配布日時の案内* 

（3） 入札会の案内* 

業者積算期間 入札会（アブジャ）

（1） 1～2 ロットの入札 

（2） 各ロットの結果公表 

（3） 各ロットの第 1交渉権者

確定 

第 1 交渉権者との交渉 

（提出入札書の確認） 

調達代理機関との契約 

第 1 交渉権者が全ての要求事項に満足した場合は契

約相手となるが、不足があった場合は第 2 交渉権者

と交渉・確認する。 

（1） 入札図書での要求事項が理

解・満足されているか 

（2） 指定した工期内完工が可能

であるか 

（3） 契約書及び内容の確認 
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3-2-4-3 施工区分／調達・据付区分 

本計画は、我が国の無償資金協力事業として、実施における日本側が負担するものと、ナイジ

ェリア国側の実施機関が負担するものの区分は次表のとおりである。（この表の内容は 2013 年 10

月フィールドレポート及び 2013 年 10 月 10 日署名テクニカルノートで UBEC/SUBEB に確認） 

表 3-13 負担区分 

No. 項目 日本 
ナイジェリ

ア国 

1 建設予定地の用意   

（1） 建設予定地の確保  ● 

（2） 建設予定地の支障物撤去、整地工事  ● 

（3） 建設中資材置き場確保  ● 

（4） 建設予定地の既存教室の解体・撤去  ● 

2 建設工事 ●  

 恒久的フェンス・ゲート  ● 

  仮設フェンス・ゲート ●  

3 家具   

  a. 机・椅子（教員・生徒用）、黒板、掲示板 ●  

  b. その他の一般家具  ● 

4 セキュリティ   

 1) 工事中のセキュリティ  ● 

 2) 完成後のセキュリティと維持管理  ● 

5 学校施設の用意・改善   

 1）教材の準備  ● 

 2）教職員の用意  ● 

 3）継続使用の既存教室の補修  ● 

    ●：当該項目の責任所掌を示す。 

ナイジェリア国側の既存残基礎、樹木などの支障物撤去を含む建設予定地の確保は、2014 年 9

月までに実施する。最終的には、建設工事実施（2015 年 1 月予定）以前にナイジェリア国側工事

が完了していなければならない。 

3-2-4-4 施工監理計画/調達監理計画 

(1) 施工監理基本方針 

監理コンサルタントは、契約書に示された品質、工事が所定の工期内に完成するよう工事内

容及び資機材調達の進捗確認や調達代理機関に報告する毎月の工事の出来形・高の確認を行う

とともに、現場での工事が安全に実施されるように建設会社の作業を監理・監督・指導する必

要がある。 

ナイジェリア国における、施工監理は、品質管（監）理基準が確立しておらず、管理基準書

や施工管理要領書なども整備されていない。コンクリート圧縮強度試験、鉄筋の引っ張り強度

試験などの試験施設は、各 LGA では皆無に等しいため、オヨ州公共事業局などの所定の施設で

行う必要がある。また、現場における建設業者への技術指導も重要な課題である。さらに、可

能な範囲で、現場レベルの講習会などを実施し、我が国規準における品質管理規準を基本とし
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た管理基準の整備・技術移転を実施することも必要である。 

(2) 品質管理 

本計画では、ナイジェリア国で一般的に採用されている工法、仕様及び資機材で計画してい

るため、以下の内容・項目に基づき品質管理を実施する。 

1) 建設工事施工図及び使用資材仕様書の照査 

建設工事に先立ち、係る工事の施工図提出を契約業者に義務付け、その内容を確認する。ま

た、現場搬入する資材の仕様書及び購入証明書の提出を求め確実な品質確保を実施する。 

2) 生産工場や組み立て工場の立ち会い検査 

資機材の製造・生産現場への立会い又は検査結果の照査や調達する建設資材は、必要に応じ

て、生産工場や組み立て工場の立ち会い検査を実施し、素材の品質確認及び製品検査証明など

の照査を行う。 

3) 出来形・仕上り状況の管理・確認 

建設現場では、工事段階時に技術指導及び立ち会い検査を行い、不具合な箇所は徹底した手

直しを指示・実施する。また、出来形検査では、施工図との照合を実施する。 

4) 検査記録 

現地で雇用するコンサルタントには監理要領書を指導し、施工段階に応じて各部材・工事ご

との検査記録を義務付け、効率的で確実な監理を実現する。主な品質管理項目を下表 2-11 に示

す。 

表 3-14 主な品質管理計画 

工事名 管理項目 試験(検査)方法 試験頻度 

地業工事 地耐力 ポータブル簡易貫入試験 現場毎 1 ヵ所 

土工事 締め固め度 目視検査 基礎底面全箇所 

搬入土質検査（必

要に応じて） 

粒度試験 土取場１箇所 

型枠工事 出来形 寸法検査・写真 全部材 

材料検査 板厚・材質・変形 全部材 

組立検査 目視（隙間・補強材・スペーサー） 全部材 

鉄筋工事 引張強度 引張強度試験 サイズ毎 １回 

品質全般 ミルシート サイズ毎 １回 

配筋検査 本数・径・鉄筋間隔・継ぎ手長さ・

定着長さ・被り厚さ 

コンクリート打設前・全箇

所 

コンクリート工事 骨材粒度 振い分け試験 １回 

試験練り 配合，水セメント比､圧縮強度、

スランプ・塩分濃度試験 

契約ロット単位で１回実施 

圧縮強度 圧縮強度試験 打設部位毎１回（3 本） 

スランプ スランプ試験 打設日毎１回 

塩化物量 カンタブ試験 打設毎 
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工事名 管理項目 試験(検査)方法 試験頻度 

鉄骨工事 鋼材・ボルト ミルシート 種類毎１回 

製作試験 計測及び目視 全部材 

建入精度 計測 トラス毎 

組積工事 レンガ品質 工場検査 １回 

建具工事 建具品質 目視、計測 搬入時 

家具備品 家具品質 目視、計測 搬入時 

 

(3) 工程管理 

建設業者が契約書に示された納期を守るために、契約時に計画した実施工程と、その実際の

進捗状況との比較を毎月行い、工程遅延が予測される時は、建設業者に対し注意を促すと共に、

その対策案の提出と実施を求め、必要に応じた資材の現場内搬入、工期内に工事が完了する様

に指導を行う。計画工程と進捗工程の比較は主として以下の項目による。 

① 工事出来高確認（建設資材調達状況及び工事進捗状況） 

② 資機材搬入実績確認（建設資機材及び備品） 

③ 仮設工事及び建設機械準備状況の確認（必要に応じて） 

④ 技術者、技能工、労務者等の人数の確認 

(4) 安全管理 

建設現場作業に精通していない現地雇用労働者への安全管理意識を高め、安全管理体制を確

立する必要がある。 

以下にその内容を具体的に示す。 

1) 各サイトとも、携帯電話を現地現場管理者に携帯させ、日本人関係者及びナイジェリ

ア国関係者、病院や警察などを網羅した緊急連絡網を整備し、関係者に周知徹底する。 

2) 朝礼を励行し、作業開始前に当日の作業内容の確認や安全訓示を必ず行う。 

3) 作業開始前・終了時には、現場の見回りを徹底し、作業足場、支保工、手摺りなど安

全な作業環境にあることを確認する。 

4) 悪天候の場合は、搬入路が悪化しスリップ、転落・転倒などの原因となることから、

常に、アクセス部分の点検を行い、良好な状態を確保する。 

5) 対象校では、現場内に既設の小学校があるため、授業と並行して工事が実施されるこ

とから、学校関係者と工事区域の動線分離を明確にするため、仮設のフェンス等を設

置する。 

6) 好奇心の旺盛な生徒が多いことから、警備員を要所に配置し、現場への侵入を制限す

る。 

7) 現場事務所には、応急手当のための救急箱を常備する。 
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3-2-4-5 品質管理計画 

上記、3-2-4-4 施工監理計画 (2)品質管理 で記述した方法で品質管理を行い、設計図書どおり

の品質が確保されるようにする。 

3-2-4-6 資機材等調達計画 

(1) 資機材等調達 

本計画の実施で必要な資機材調達は工事契約に含めるため、調達代理機関と建設業者との契

約に基づき調達が行われる。施設建設には、建築構造物及び家具類調達・設置が含まれるが、

本調査の結果、必要な資機材は全て現地の市場にて調達が可能である。 

次表に本計画の資機材調達先を示す。 

表 3-15 資機材等調達先 

項  目 原産国 
備  考 

[資材] 現地 日本 第三国 

ポルトランドセメント ○    

コンクリート用骨材 ○    

鉄筋 ○   16mm 以上インド、ウクライナ、中国より 

コンクリートブロック ○    

木材・型枠材 ○    

一般鋼材、鉄骨 ○   中国、インド、ウクライナ等より 

鋼製建具 ○    

塗料 ○    

長尺アルミシート ○    

家具 ○    

アスファルトルーフィング ○    

ガラス ○    

 

表 3-16 主要建設資材の国内調達先 

項目 

調達先 

備考 ナイジェリア国内 

ラゴス オヨ その他 

セメント ○ ○   

鉄筋 ○ △  規格外品が多い 

コンクリートブロック ○ ○  特注の必要あり 

型枠材 ○ ○   

鉄骨 ○ △  海外から輸入のケースもある 

アルミ長尺シート ○ ○   

塗料 ○ ○   

鋼製建具 ○ △ カドゥナ州*  

○：調達可能である。  △：品質に問題がある。    *：品質が確かである会社が存在する 
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(2) 免税続き 

免税手続きは、従来通り下図のとおりである。手続きに時間を要し、UBEC によると、業者

に対し UBEC が還付金を一時立て替えることもあるとのことである。 

  

図 3-11 免税措置に係る申請・承認手順 

3-2-4-7 ソフトコンポーネント計画 

(1) ソフトコンポーネントの背景 

調査を行った 44 校の中には、一部、屋根や机・椅子の補修活動があったが、ほとんどの学校

では、壊れたまま放置されているのが現状である。北部の学校と比較すると清掃活動を実施し

ていることが認められるが、まだ十分ではない。 

学校運営者、LGEA、教員、保護者との面談を通して、概して現地の人たちは、学校校舎を含

めた建築物は 10 年程度で使えなくなるものと認識している。そのような意識のまま、日常の清

掃・維持管理活動の重要性について助言・指導せずに教室を増築すると、本来の建物の耐久年

数を待たず建設整備した施設は早期に破損、劣化する可能性は高い。また、学校にこれまで便

所がなかったため、便所ピットの汚泥処理などに適宜な実施が必要であることを助言・指導す

る必要がある。さらに、学校施設の維持管理に必要な予算を十分に確保できないナイジェリア

国においては、校長・教員、コミュニティ、PTA 等から成る SBMC の参画・支援が学校施設の

維持管理活動には必要不可欠である。 

FME、UBEC、SUBEB は、いずれも、このような維持管理の重要性を認識しており、ソフト

コンポーネントが必要であるとの意見である。 

(2) ソフトコンポーネントの目標 

コミュニティ開発支援無償資金協力にて建設されたオヨ州の小学校施設の持続性を確保し維

持管理が向上することをソフトコンポーネントの目標とする。 

そのために以下の活動を行う。 

①

② 同List（写）を提出

③ 免税レター発行依頼書を提出

④ ③の依頼書を提示

⑤ 承諾後一時的に免税レターを発行

⑥

⑦ 大統領承認後、再度免税レターを発行

⑧ 手続完了通知

⑨ 手続完了通知

⑩ 手続完了通知

調達資材のMaster Listを提出（品目・概算数量等）

過去に免税措置を悪用された事例があったため大統領
の承認が必要となり一時的に差し戻し。

連邦教育省（FME)
・UBEC

国家計画委員会
（NPC)

調達代理機関

大統領経済顧問
（Chief of Economic Advisor to the President)

③

⑨

① ⑩
②

財務省
（FMOF)

Custom(関税担当）

Inland Revenue（VAT担当）

④

⑤ ⑥ ⑦

⑧

⑧

コンサルタント

請負業者

⑩①
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a) 校舎・教室に関する維持管理ガイドライン・マニュアルの整備 

b) モデル校での維持管理活動の実践（4 校） 

c) 維持管理ワークショップのモデル校 4 校での開催（オヨ州教育委員会 SUBEB、地方教

育委員会 LGEA 参加） 

d) オヨ州教育委員会 SUBEB と地方教育委員会 LGEA が整備されたマニュアルをモニタ

リング及び指導活動のツールとして使用できるよう助言・指導 

(3) ソフトコンポーネントの成果 

ソフトコンポーネントの成果を以下のように設定する。 

a) ワークショップによって現状の維持管理の問題が議論、認識され、改善方法が検討さ

れる。 

b) 上記活動に基づいて、維持管理マニュアル、モニタリングマニュアルが作成され、

SUBEB/LGEA で周知される。 

c) 対象校で維持管理マニュアルの内容が理解され、マニュアルに従って維持管理活動が

実施される。 

d) 維持管理マニュアル、モニタリングマニュアルに基づいて、対象校以外のオヨ州の小

学校に維持管理強化の指導がなされる。 

e) LGEA、校長・教員に学校運営・維持管理のオーナーシップ意識が醸成される。 

(4) 成果達成度の確認方法 

• モニタリング・マニュアルに従って、SUBEB/LGEAが定期的に清掃・維持管理状況のモ

ニタリングを行う。 

• 直接の受益者である生徒に対するアンケート調査を行う。 

• 校長、教員、コミュニティリーダーに対する面談調査を行う。 

(5) ソフトコンポーネントの活動（投入計画） 

1) ドラフト実施ガイドラインの作成 

過去実施の実施ガイドラインを参考にオヨ州の実情に合ったドラフト実施ガイドラインをコ

ンサルタントが作成する。 

＜実施ガイドラインの内容＞ 

1. 背景 Background of the Soft Component 

2. 目的 Purpose of the Soft Component 

3. 成果 Outputs of the Soft Component 

4. 評価 Evaluation of Outputs Achieved 

5. 活動 Activities (Inputs) of The Soft Component 

6. 活動資源 Soft Component Implementation Resources 

7. 実施スケジュール Soft Component Implementation Schedule 

8. 成果品 Items of Output 

9. ナイジェリア国側責務 Responsibility of The Nigerian Side 
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2) 現地側カウンターパート機関への説明 

コンサルタントは、上記ガイドラインを用いて UBEC、SUBEB に対してソフトコンポーネン

トの目標、目的、実施内容、活動スケジュールについて説明を行う。理解を徹底させるととも

に、学校施設維持管理活動に対するオーナーシップ意識を促す。また、実施ガイドラインを策

定する。 

3) 現地タスクフォースの設置 

計画・研究・統計部長、同副部長、JICA 担当係、モデル校を所管する LGEA 代表者、視学官

等の 5～6 名で構成するタスクフォースを SUBEB 内の計画・研究・統計部内に設置する。なお、

学校の維持管理に果たす役割の大きい SBMC は SUBEB の社会動員・ICT 部 (Dept. of Social 

Mobilization & Information Communication Technology) が支援しており、ソフトコンポーネントの

活動には社会動員・ICT 部にも協力を依頼する。 

4) モデル校の決定およびオリエンテーション 

対象校を 4 ブロックに分け、その中から維持管理活動を行うモデル校を選定する。 

5) 小学校の維持管理マニュアル作成 

• 現地タスクフォース及びモデル校の校長、コミュニティリーダーと協議を行い、彼ら自

身の問題意識を啓発しながらモデル校の完成後にどのように学校施設の維持管理の改

善を行っていくかについて検討・分析する。 

• コンサルタント側が用意するマニュアル雛形に基づき、オーナーシップ意識の醸成に資

するため、現地タスクフォースが現地側のアイデアを付加し自らマニュアルを修正する

参加型方式とする。 

• 生徒が、学校の維持管理マニュアル及び個々の維持管理活動について容易に理解できる

ような、絵解きポスターを作成する。 

• コンサルタント側は、現地側が作成した案にコメントを加え、指導する。 

＜維持管理マニュアルの内容＞ 

1. 序文 Introduction 

1-1 概要 Outline of the Project 

1-2 マニュアルの背景 Background of this Manual 

1-3 目的 Objective of this Manual 

2. 維持管理・管理活動 Building and Facilities Maintenance Control Activities 

2-1 タスクフォースの責務 Duties of Local Task Force 

2-2 施設 Building 

3. 健康・衛生・環境管理活動 Health, Sanitation and Environment Control Activity 

3-1 タスクフォースの責務 Duties of Local Task Force 

3-2 清掃 Cleaning Activities 

3-3 トイレ管理 Sewage Treatment 
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3-4 廃棄物処理 Garbage Treatment 

3-5 グッドプラクティス General Good Practice 

3-6 SBMCとの協力 Instructions to SBMC Members 

4. 財務及びモニタリング管理 Financing, Monitoring and Controlling the Maintenance 

4-1 タスクフォースの責務 Duties of Local Task Force 

4-2 概算維持管理費 Estimated maintenance cost of the classrooms and toilets 

4-3 費用確保 Fund Raising 

4-4 予算と預金 Budgeting and Deposit 

4-5 モニタリングと記録方法 Monitoring and Record Keeping 

4-6 計画と報告書作成 Planning and Reporting 

6) 施設維持管理モニタリングマニュアル作成 

• SUBEB の自助努力を引き出しながら、計画対象校の維持管理活動のモニタリングのた

めのマニュアルを作成する。 

• モニタリングマニュアルの雛形はコンサルタントが前回協力での作成分を見直し・作成

する。 

• コンサルタントは修正モニタリングマニュアルを基に、現地タスクフォースと協議し、

現地側のイニシャティブを引き出しながら、現地タスクフォースが維持管理マニュアル

を確認・作成するのを支援する。コンサルタントはマニュアルに評価を加え、コメント

し、フィードバックを行い、現地タスクフォースがモニタリングマニュアルを完成させ

る。 

• 各校は、施設の維持管理の状況を上記モニタリングマニュアルに基づき、LGEA 視学官

を通じて年に一度SUBEBに報告する。SUBEB は各学校の維持管理報告書の全体取りま

とめを行い、UBECに報告し、UBECは年に一度JICA ナイジェリア事務所に報告する。 

＜モニタリングマニュアルの内容＞ 

1. SUBEBとLGEAの責務 Responsibilities of SUBEB and LEGA 

2. インスペクションシート Inspection Sheets (3 Sheets) 

Sheet 1 for inspecting classroom facilities including furniture and fixture 

Sheet 2 for inspecting toilet and facilities 

Sheet 3 for inspecting state of cleanliness, sanitation and management 

3. 評価シート Evaluation Sheet 

4. SUBEBモニタリングシート Monitoring Sheets (3 Sheets) for SUBEB 

 

7) 学校施設の維持管理ワークショップの準備・実施・まとめ 

• 主催者はSUBEB の現地ファシリテーター、協力モデレーターはその他タスクフォース

メンバーとなり、日本人コンサルタントは全体の監督・指導を行う。 

• ワークショップにおけるトレーニングメニュー、必要な教材・資機材、スケジュール、
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役割分担はタスクフォースとの協議により決定する。 

• モデル校の維持管理活動内容を計画対象校の全校に普及させるため、モデル校の周辺に

立地する協力対象校の校長及びコミュニティリーダーをモデル校に招く。 

• 各校の校長、コミュニティリーダーは、モデル校における維持管理活動の実践を視察し、

トレーニングを受け、意見交換会を行う。 

• ワークショップ実施後、現地タスクフォースと反省会を行い、ワークショップ・レポー

トを作成する。 

8) モデル校における維持管理活動の実践 

教員、生徒及び SBMC は、上記の維持管理マニュアルに基づき、学校改善につなげるための

率先した維持管理活動を実践する。 

これら実践により、以下のような効果が期待される。 

① 生徒が、教室、机・椅子等の学校施設は、自分たちのため、また、今後入学してくる

後輩のために大事に使用すべき物であることを認識するとともに、自ら学校施設を清

掃する習慣が身につく。 

② SUBEB 及び LGEA が建設後の施設維持管理状況をモニタリングし、定期的に改善を

指導する体制が形成される。 

③ 便所ピットの汚泥処理、施設の維持管理等について、必要な技術と知識が得られ技術

の普及が図られる。特にトイレをきれいに使う、清掃を行う、汚物ビットを処理する

などの維持管理について、徹底した指導により、技術の定着がなされる。 

④ 学校側には維持管理マニュアルが整備され、SUBEB、LGEA には維持管理指導モニタ

リングマニュアルが整備され、双方の維持管理体制が強化される。 

(6) ソフトコンポーネントの実施リソースの調達方法 

日本人コンサルタント ：本ソフトコンポーネント全体の監督・指導を担当し、「ソフト

コンポーネント完了報告書」をJICAに提出する。 

UBEC ：ソフトコンポーネント実施に協力する現地タスクフォースを設置する。対象校36

校への連絡、召集、指導等の責任者となる。 

SUBEB ：施設の維持管理問題のオヨ州における責任者となる。モデル校でのオリエンテ

ーション、ワークショップを主催し、学校間の連絡、召集、指導等を実施する。 

LGEA 視学官 ：各学校の維持管理をSBMCとともにモニタリングする。 

小学校（校長、教員） ：施設の維持管理問題の各学校における責任者として、SBMCお

よびLGEAの活動に協力する。 

現地タスクフォース ：SUBEBの計画・研究・統計研究部が中心となり、SUBEB 計画・

研究・統計研究部のスタッフ、モデル校のLGEA 責任者、視学官で構成される。コンサル

タントとの打ち合わせにより、小学校の維持管理マニュアルをワークショップ開催に先立

ち自助努力的に作成し、このソフトコンポーネント実施の終盤にSUBEB の施設維持管理

モニタリングマニュアルを自助努力的に作成する。ソフトコンポーネント実施後は、施設

維持管理状況をモニターし、維持管理状況の年次報告書の取りまとめを年に一度JICA ナイ
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ジェリア事務所に報告する。 

ファシリテーター ：オリエンテーション、ワークショップ実施時にこの現地タスクフォ

ースの中から任命され、SUBEB、LGEA 等の行政側関係者並びに校長・教員、生徒、SBMC

等の学校関係者の理解がスムーズに行われるように努めるものとする。 

School Based Management Committee (SBMC) ：SBMCは、地域における多様な学校関係者

を学校とコミュニティの懸け橋となるものとして組織したものである。オヨ州ではSUBEB

社会動員・ICT部 (Social Mobilization &Information Communication Technology)が支援し、

LGEAと密接な連携の下に学校の維持管理モニタリングを実施する。 

これらの関係者の能力向上を促進し、また、施設建設・供用開始後のモニター、指導監督体

制を強化することは、計画施設が持続的に維持管理されるために大変重要である。 

(7) ソフトコンポーネントの実施工程 

ソフトコンポーネントは、施設建設の後半に SUBEB タスクフォースを設置し、完工直前ま

たは供用開始時にその他活動を実施し、以下の実施工程とする。 

 

図 3-12 ソフトコンポーネント実施工程 

(8) ソフトコンポーネントの成果品、作成担当者 

ソフトコンポーネントの成果品は以下のとおりとする（カッコ内作成者）。 

• ソフトコンポーネント実施ガイドライン （コンサルタント、UBEC、SUBEB） 

• 施設維持管理マニュアル （コンサルタント原案作成、SUBEB、各学校） 

• 施設維持管理指導モニタリングマニュアル （コンサルタント原案作成、SUBEB） 

(9) 相手国側の責務 

SUBEB は現地タスクフォースを組織し、ソフトコンポーネント計画に従って維持管理を実施

する。そのための要員、予算を確保する。SUBEB と現地のタスクフォースはソフトコンポー

ネント計画に従ってモニタリングを実施し、学校年度の最終月（8 月）に合同戦略会議を開催

する。 

3-2-4-8 実施工程 

本計画の E/N 後の実施工程は、次表のとおり入札関連業務工程 4.5 ヶ月、施工・調達工程 14 ヶ

月とする。 

調達代理機関が実施する入札関連業務は、次の 4.5 ヶ月が必要である。 

① 入札図書作成・承認 1.0 ヶ月 

年

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

建築工事

ソフトコンポーネント

2015 2016

準備期間 
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② （PQ）公示期間 1.0 ヶ月 

③ （PQ 審査）入札図書配布・入札期間 1.5 ヶ月 

④ 入札審査・承認 0.5 ヶ月 

⑤ 契約交渉・承認・業者契約 0.5 ヶ月 

工事工程は、現地建設会社の施工管理能力、資機材の現場搬入、労働者の作業能力、5 月から

10 月までの雨期などを考慮すると 14 ヶ月間が必要である。工期 14 ヶ月の根拠としては、本計画

の対象校の中で、クリティカルとなる最も大きな対象校１校の規模は教室数が 19 室（18 教室＋1

教員室）であり、プロトタイプの教室を組み合わせると 4 教室タイプを 1 棟、3 教室タイプが 5

棟になる。建設業者の能力や手持ちの労務や資機材、さらに、型枠などの転用の経済的な観点か

ら 6 棟同時着工は困難であると想定できる。従って本計画では、それぞれ 2 ヶ月間の間隔を置い

て 1 棟ずつ着工することを計画する。また、1 棟の工期は、3 教室タイプ、4 教室タイプ、に拘わ

らず 6 ヶ月とする。ただし、建設の工程が雨期に関わる場合においては、8 ヶ月とする。また、

2015 年 2 月頃に大統領選挙があり、不穏な状況となり、外出禁止令が出ることもあって、工事に

支障をきたす。下表に本計画での事業実施工程を示す。 

表 3-17 事業実施工程表 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

入
札
関
連
業
務 

 

 

 

               

施
工
・
調
達 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

  

（計 4.5ヶ月） 

 

（入札図書作成・承認） 

（PQ）公示期間 

(PQ 審査)入札図書配布・入札期間 

（評価・承認） 

価格交渉・承認・業者契約 

（3教室タイプ 1棟のみ最短ケース） 

(全体工程：14ヶ月) 

 

（準備工事） 

（根切・掘削） 

(基礎工事) 

(埋め戻し・土間コン) 

(1 階柱、梁、鉄筋コンクリート) 

（鉄骨トラス・屋根） 

（コンクリートブロック積、床・壁・梁モルタル・塗装・建具・タッチアップ） 

（鉄骨トラス現場搬入：7 ヵ月目） 

（36サイト、86棟、263室） 
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(1) 工程計画の留意点 

1) 既設建築物撤去等 

本計画での対象校において既設建築物撤去が必要な学校が 2 サイトあり、幾つかの対象校に

おいては、建設予定地内の支障物の撤去が必要である。しかし、多くの学校での地形も平坦で

あり、大きな問題はない。また、建設作業に必要なスペースが確保できない敷地があるので、

近隣に作業スペースを借りる、生徒の安全と工事動線を確保するなどの調整を SUBEB/LGEA 及

び学校側とする必要がある。 

2) 準備期間 

建設資機材や労務調達、及び工程計画・施工図作成に要する期間、並びに、資機材の保管倉

庫、労務者用詰所、宿舎及び工事事務所の設置期間、並びに、現場や近隣状況の確認に必要な

期間を準備期間として考慮した。これには手待ちも考慮し各サイト１ヶ月以上を要する。 

3) 地業・基礎、1階の土間工事 

基礎工事は、掘削、砕石基礎、均しコンクリート、基礎の鉄筋配筋・型枠・コンクリートの

打設・養生、埋め戻し、盛土、1 階の土間工事である鉄筋・型枠・コンクリートの打設と続き、

地業工事から土間工事までの工事期間は、手待ちも考慮し各サイト平均約 4 ヶ月要すると想定

される。 

4) 1階の柱、梁の躯体工事 

1 階の柱、梁、と順次工事を進め、手待ちも考慮し各サイト平均約 2.5 ヶ月の工事期間である。

鉄骨トラス止めのアンカーボルトを設置するので、レベル、位置出しが重要となる。 

5) 屋根鉄骨トラス組、屋根仕上げ工事 

上記 4）の工程、及び鉄骨トラス製作・搬入が終わり次第、鉄骨トラスを組み立て、その上

に合板＋アスファルトルーフィング＋長尺アルミシート（0.55mm）敷設などの工程で手待ちも

考慮し各サイト平均約 3 ヶ月の工事期間を要する。鉄骨の架設については、重量物となるため、

クレーンなどによる架設が想定され、安全作業を配慮する必要がある。 

6) コンクリートブロック積み、床、壁、梁のモルタル塗り、塗装工事などの仕上工事 

現地で生産・製造されているコンクリートブロックは、調査・確認の結果、強度・品質など

に問題がある。このため、現場内での自前製作や現地製造者の製作時の品質管理指導などを行

う必要がある。また、モルタルの配合比についても、現地で一般的な配合比は貧配合で、品質

にばらつきがあり、事前の施工計画書及び配合計画の提出を求めその確認を行う必要がある。

同工事工程・期間は手待ちも考慮し各サイト平均約 5 ヶ月程度必要である。 

(2) その他留意事項 

ナイジェリア国の祝祭日・政府休日は年間約 17 日間であり、宗教上に係わる休日は工程計画

上考慮することとする。クリスマス休暇など、実質休日は長くなる。また、2015 年前半に大統
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領選挙が予定されており、その前後 1 ヵ月は警戒が必要である。 

 

3-3 相手国側分担事業の概要 

E/N 締結後、ナイジェリア国側は責任機関及び各実施機関の協力の下、以下の作業を負担する。 

(1) 一般事項 

(1) E/N 締結後、速やかに我が国の銀行に口座を開設する。なお、同口座開設に伴う費用は

ナイジェリア国側負担となる。 

(2) 輸入が必要な場合は、迅速な荷揚げの確保及び免税措置を行う。 

(3) 本計画の関係者（日本人および第三国人）に対し、ナイジェリア国への入国、滞在及び

安全に必要な便宜を図る。 

(4) 本計画に関連する役務、資機材調達及び日本人に対し、ナイジェリア国で課せられる関

税・国内税等の免税措置／負担を行う。 

(5) 我が国の無償資金協力で建設された施設を適切に運用し、且つ、確実な維持管理を継続

する。 

(6) 我が国の無償資金協力に含まれていない費用で、本計画に必要な他の全ての費用を負担

する。 

(2) 特記事項 

(1) 本計画での工事に必要な資材置場／仮設用地を契約業者が必要とした場合は、相応の用

地・敷地を無償で提供する。 

(2) 本計画の工事で発生する土砂や建設廃棄物の処分場又は処理場を無償で提供する。 

(3) 本計画は、既存校への教室棟増設という点から、環境影響評価については不要と考えら

れる。 

(4) 土地所有者や関連機関への許認可が必要な場合は、これを申請・取得する。基本的に、

本計画でのナイジェリア国における建築許可申請は不要である。 
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3-4 運営・維持管理計画 

供用開始後、「ナ」国連邦教育省 UBEC 事務局の指導の下、実際の監督・モニタリングは、オヨ

州 SUBEB が所管する。オヨ州 SUBEB は、整備対象校の立地する LGEA との連携のもと、学校の

監督・モニタリングを行う。 

初等教育の予算に関しては、FME、SUBEB、LGEA の 3 者が責任を持つが、連邦からの配布予

算に大きく依存している。学校建設・補修・修理などの予算は ① UBEC と SUBEB、② ETF、③ 

州政府予算、④ 地方政府 (LGA)の 4 つがある。大規模な学校 補修・修理の発注・監理は SUBEB

が行い、総合的な管理・監督は UBEC が実施している。小規模な補修、改善、維持管理は、LGA

や SBMC・コミュニティの協力で行われている。本計画は、UBEC 重点プロジェクトであり、必

要な維持管理予算は優先的に考慮されるので問題はない。 

SUBEB は、１クラス 30～35 人を目指して教員を配置 しており、都市部では１クラスの生徒数

が多いが、地方部では少人数のクラスを実施している。教室数は不足しているので、１教室に 2

クラスが入るケースが多くの学校で見られる。 

対象 36 校では、校長、副校長を含め、小学校教員総数は 735 人である。生徒数 40 人に対し教

員 1 人、これに校長 1 人を加えた所要教員数は 710 人となる。学校によっては、教員数に余裕が

あり、この移転配置を可能とすると、必要教員数は融通 できる。（表 3-18 参照） 

特に都市部で教職員配置の増加があるが、対象校の生徒数は州全体に対し 2.5%であり、今後も

SUBEB における教員配置・運営、予算は問題ないと考えられる。 
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表 3-18 対象校の教員数 

 

  

番
号

調

査
番

号

優

先
順

位

学校名
生徒数

(2013)

現
状

校
長

数

現

状

副
校

長
数

現

状
一

般
教

員

数

教
員

数
合

計

計

画

教

室

数

所

要

教

員

数

必

要
追

加
教

員

数

1 1 1 RATIBI MOSLEM PRIMARY SCHL ODINJO 880 1 3 18 22 6 23 1

2 2 2 ST LUKE DEMONSTRATION SCHL MOLETE IBADAAN 932 1 3 16 20 12 24 4

3 3 3 ST. LEO'S CATHOLIC SCHOOL 1,246 1 3 23 27 9 32 5

4 4 4 I.M.G. PRIMARY SCHL, OLUBADAN 960 1 3 29 33 18 25 -8

5 14 5 ONISAPA C.P.S I 1,015 1 3 14 18 12 26 8

6 8 6 L.A DEM. PRY. SCH. 379 1 2 20 23 6 10 -13

7 20 7 I.D.C. BASIC SCH. AKOBO 762 1 3 16 20 9 20 0

8 24 8 ISLAMIC MISSION SCH. MONIYA 1,049 1 3 28 32 6 27 -5

9 21 9 ST. AUGUSTINE R.C.M. AKINSAWE 589 1 1 4 6 9 16 10

10 25 10 ST. PHILIPS PRY, SCH, FASOLA 585 1 1 8 10 6 16 6

11 32 11 CHRIST CHURCH SCH. I AKINFENWA 820 1 4 20 25 6 22 -3

12 37 12 ABADINA PRY. SCH. U.I 714 1 3 28 32 9 19 -13

13 11 13 ST. MARY'S (RCM) PRY. SCH. I 590 1 2 17 20 4 16 -4

14 17 14 BAPTIST PRY. SCH.I  IGBOORA 1,022 1 2 15 18 9 27 9

15 42 17 COMM. PRY. SCH. I - IV AYEKALE IBADAN 642 1 2 19 22 9 17 -5

16 9 18 METHODIST PRY. SCH. AGO - IJIO 338 1 3 15 19 3 9 -10

17 16 19 METHODIST SCHOOL III 665 1 2 10 13 9 18 5

18 7 20 COMM, PRY, SCHL, OLUODE 964 1 5 20 26 6 25 -1

19 23 21 EBENEZER ANGLICAN SCH. 923 1 3 12 16 12 24 8

20 39 22 BAPTIST PRY. SCH. MAYA LANLATE 420 1 2 11 14 7 12 -2

21 44 23 ST. ANNE'S CATHOLIC SCHOOL 349 1 1 6 8 3 10 2

22 35 24 BAPTIST BASIC SCH. IPASA 208 1 1 3 5 3 6 1

23 31 26 L.A PRY. SCH. OKEOLOLA (SCH-3) 250 1 3 20 24 3 7 -17

24 27 27 ST. MICHEAL ANG. RCM,ARAROMI 1,791 1 3 30 34 9 46 12

25 34 30 COMM. BASIC SCH. KEEWO 112 1 1 4 6 3 4 -2

26 6 31 ST. PETER'S  PRY. SCH. APETE 1,246 1 8 40 49 9 32 -17

27 10 32 ARMY CHILDREN PRY. SCH. 340 1 2 19 22 3 10 -12

28 41 34 ISLAMIC MISSION PRY. SCH. I & II AGUGU 589 1 3 13 17 7 16 -1

29 33 35 C.P.S I AYEPE 601 1 3 13 17 12 16 -1

30 29 36 BAPTIST PRY SCHL II, OTAMOKUN 617 1 1 8 10 6 16 6

31 26 37 COMM, PRY, SCHL, OGUNKEYE 380 1 0 3 4 3 11 7

32 13 39 AREAGO BASIC PRY. SCH. 1,440 1 3 18 22 9 37 15

33 5 40 I.M.G. PRY. SCH. LAGOS BYE PASS 500 1 5 27 33 3 14 -19

34 12 41 ST. DAVID'S PRY, SCHL, AGBOYIN 1,236 1 3 28 32 12 32 0

35 15 42 MOLETE D.C. PRY. SCH. III 1,272 1 3 19 23 6 33 10

36 19 44 I.M.G. PRY, SCH, JOYCEB , OKE-ADO 454 1 3 9 13 3 12 -1

合計 26,880 36 96 603 735 261 710 -25
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3-5 プロジェクトの概略事業費 

3-5-1 協力対象事業の概略事業費 

(1) 日本側負担経費 

施工・調達業者契約認証まで非公表 

(2) ナイジェリア国側負担経費 

本計画でのプロジェクト実施に係わるナイジェリア国側負担経費は、予定地支障物撤去費、

アクセス改善費など下表が挙げられる。 

表 3-19 ナイジェリア国側負担経費 

費目 金額（Naira） 備考 

(1) 予定地支障物撤去費 22,550,000 老朽建物、基礎跡、樹木 

(2) アクセス改善費 150,000 ソイル舗装 

(3) アクセス上の溝へのスチールカバー 200,000 進入路確保 

(4) 銀行口座開設手数料 300,000  

合計 23,200,000 約 0.14 億円 

 

(3) 積算条件 

1) 積算時点 2013 年 10 月 

2) 為替交換レート 1 USD = 99.93 円（2013 年 7 月～2013 年 9 月までの TTS 平均値） 

3) 施工期間 詳細設計、工事の期間は、施工工程に示したとおり。 

4) その他 積算は、日本国政府の無償資金協力の制度を踏まえて行うこととする。 
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3-5-2 運営・維持管理費 

本計画による 36 校で整備される施設の維持管理費は、年平均で以下のように見積もられる。ナ

イジェリア国では、連邦予算の 2％を UBEC 予算に割り当てることが定められている（UBEC ACT 

2004）。2014 年の連邦予算は 4 兆 6429 億ナイラなので、その 2％は 928 億ナイラ（約 586 億円）

となる。UBEC予算の 50％が各州への補助金に割り当てられており、1州あたり約7.9億円となる。

これに加え、オヨ州の初等教育予算は 2013 年で 18 億 5000 万ナイラ（約 11.7 億円）を措置して

いる。本計画による 36 校で整備される施設の年間維持管理費は、、UBEC 交付金およびオヨ州初

等教育予算の 0.2%であり、負担可能な金額である。さらに施設維持管理は、UBEC の補助金、

SUBEB・LGEA の予算及び SBMC の材料提供、労働奉仕などの協力により、実施可能であると考

えられる。 

表 3-20 施設維持管理費 

項目 
金額（ナイラ/ 年） 

（年平均値） 
備考 

鋼製扉・窓の塗装 1,264,000 5 年ごとに塗り替え 

外壁・内壁の塗装 2,554,000 10 年ごとに塗り替え 

野地板及び母屋材の防蟻再塗装 685,000 3 年ごとに塗り替え 

トイレピット内汚物除去・清掃 1,702,000 毎年実施 

黒板の再塗装 384,000 2 年ごとに塗り替え 

 合計 6,589,000  
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第 4 章 プロジェクトの評価 

4-1 プロジェクトの前提条件 

(1) 事業実施のための前提条件 

本プロジェクトを開始するために前提となる条件は以下のとおりである。 

① 施設建設のために必要な土地が確保されること。 

② 免税措置が取られること。 

③ 建設予定地における既存施設及び障害物の解体撤去工事を実施するとともに、整地が行

われること。 

④ 建設予定地及び工事アクセス確保に必要な生徒の移動及び安全指導が適切になされるこ

と。 

4-2 プロジェクト全体計画達成のために必要な相手側投入（負担）事項 

プロジェクトの効果を発現、維持するためにナイジェリア国側が取り組むべき事項は以下の通

りである。 

① 本プロジェクトにより新設、または教室の増設がなされる学校に対し、必要な教職員の

配置が遅延なく行われる。 

② 本プロジェクトにより新設される学校に対し、必要な教材の支給が遅延なく行われる。 

③ 本プロジェクトにより新設、または教室の増設がなされる学校において、運営・維持管

理に必要な経費が確保される。 

④ 本プロジェクトにより新設、または教室の増設がなされる学校において、施設の運営・

維持管理が適切に行われる。 

4-3 プロジェクト全体計画達成のための外部条件 

全体計画達成に係る外部条件としては、①建設資材市場における急激な価格変動が起こらない

こと、②政情不安、暴動等が発生しないこと、③大規模な自然災害が起こらないこと、などが上

げられる。 

4-4 プロジェクトの評価 

(1) 妥当性 

以下に示すとおり、裨益対象が大きく、緊急性が高く、維持管理能力があり、環境に対する

負の影響がなく、本計画は我が国の無償資金協力による対象事業として妥当であると判断され

る。 
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1) プロジェクトの裨益対象 

直接の裨益対象は、対象校 36 校の生徒数 26,880 人、教職員 603 人である。  

2) プロジェクト目標と緊急性 

本プロジェクトの目標はオヨ州において小学校の施設建設、教育家具の整備などを行うこと

による、同地域における学習環境の向上である。現状のオヨ州における教室の混雑度は 65 人/

教室、対象校においては 112 人/教室であり、標準（40 人/教室）を上回っている。更に、就学

環境として劣悪な状態である教室が多数を占めることから教室の増設、教育環境の整備・充実

は急務である。 

3) ナイジェリア国中・長期的開発計画の目標達成への貢献 

本プロジェクトは、ナイジェリア国中・長期的国家開発戦略「ナイジェリア・ビジョン 20：

2020 (Nigeria Vision20:2020)」に含まれている「2015 年までに男女とも 100％の初等教育修了、

2020 年までの 100％の前期中等教育修了」とする目標達成に資するものであり、同国家開発計

画と整合するものである。 

4) 我が国の援助政策・方針との整合性 

2012 年 12 月に策定された、我が国の対ナイジェリア国別援助方針では、援助の基本方針を

「持続的な経済・社会発展の促進」としており、本プロジェクトは初等教育のアクセス向上と

質の改善により持続的な経済・社会発展に資するものであり、同方針に合致する。 

さらに、TICAD V「横浜行動計画 2013-2017」では、日本が主体となって行う対アフリカ支援

の諸重点分野の中で、「適切な教育施設の供給、教員の能力向上及び関係者の管理行政能力の改

善を通じた、初等および中等教育並びに職業訓練への衡平性に配慮したアクセス及び質の向上」

を掲げている。教育分野の目標としては「新たに 2,000 万人の子供に対して質の高い教育を提

供する」という数値目標を掲げておりこの達成にも寄与する。本プロジェクトは、この活動を

具現化するものであり、日本が重視する支援分野の目標達成に寄与するものである。 

5) 国際的な教育開発目標達成への寄与 

ミレニアム開発目標（Millennium Development Goals: MDGs）のゴール 2「普遍的初等教育の

達成 ACHIEVE UNIVERSAL PRIMARY EDUCATION」に直接資するものである。 

(2) 有効性 

1) 定量的効果 

本プロジェクト実施により期待される定量的効果は以下のとおりである。 

① 継続使用可能な 1 教室当たりの生徒数が 112 人から 60 人に減少する。 

2) 定性的効果 

本プロジェクト実施により期待される定性的効果は以下のとおりである。 
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① 恒久的教室数の増加による学習環境の改善により、初等教育の質とアクセスの向上に寄

与する。 

② 男女別トイレを整備することにより、女子生徒の通学意欲が向上する。 

③ 教室の風通し、採光・室内照度等の改善による学習環境の向上により、生徒の学習意欲

が高まる。 

以上の内容により、本プロジェクトの妥当性は高く、また有効性が見込まれると判断される。 
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資料-1 調査団員・氏名 



 

１． 調査団員・氏名 

（第 1次現地調査） 

氏名 担当業務 所属・現職 

橘 秀治 総括・リーダー 独立行政法人国際協力機構 
人間開発部基礎教育グループ基礎教育第二課 

課長 
村岡 隆之 計画管理 独立行政法人国際協力機構 

人間開発部基礎教育グループ基礎教育第二課  

南 直行 業務主任/施設計画 八千代エンジニヤリング株式会社 

車田 輝雄 建築設計１ 八千代エンジニヤリング株式会社 

佐藤 信一郎 建築設計２ 八千代エンジニヤリング株式会社 

小原 研二 施工計画/調達/積算 八千代エンジニヤリング株式会社 

小久保 和代 教育計画/機材計画 八千代エンジニヤリング株式会社 

（第 2次現地調査） 

氏名 担当業務 所属・現職 

関 徹男 総括 独立行政法人国際協力機構 
ナイジェリア事務所 所長 

三上 恵美子 計画管理 独立行政法人国際協力機構 
ナイジェリア事務所  

南 直行 業務主任/施設計画 八千代エンジニヤリング株式会社 

車田 輝雄 建築設計１ 八千代エンジニヤリング株式会社 

（第 3次現地調査） 

氏名 担当業務 所属・現職 

関 徹男 総括 独立行政法人国際協力機構 
ナイジェリア事務所 所長 

三上 恵美子 計画管理 独立行政法人国際協力機構 
ナイジェリア事務所  

南 直行 業務主任/施設計画 八千代エンジニヤリング株式会社 

車田 輝雄 建築設計１ 八千代エンジニヤリング株式会社 

 



資料-2 調査行程 



A2 - 1 
 

２. 調査行程 

 
(1) 第 1 次現地調査 

 

Ａ チーム Ａ チーム Ｂ チーム Ｂ　チーム C　チーム

総括 計画管理 業務主任/施設計画 建築設計２ 建築設計１ 施工計画/調達/積算 教育計画/機材計画

橘　秀治 村岡　隆之 南 直行 佐藤　信一郎 車田　輝雄 小原　研二 小久保　和代

9月15日 日

9月16日 月

9月17日 火

・UBEC　上位計画、教

育計画調査

・他ドナー・関連機関

調査（世銀、DFID他）

9月18日 水

9月19日 木

9月20日 金
・対象校調査

9月21日 土
・対象校調査

9月22日 日
アブジャに移動 アブジャに移動

9月23日 月

・JICAナイジェリア事

務所・在ナイジェリア日

本国大使館への表敬

訪問

・連邦教育省・NPC及

びＵＢＥＣへの表敬及

び協議

・対象校調査（２校） ・JICAナイジェリア事

務所・在ナイジェリア日

本国大使館への表敬

訪問

・連邦教育省・NPC及

びＵＢＥＣへの表敬及

び協議

9月24日 火

・UBEC協議

・他ドナー・関連機関

調査

・学校視察同行

・対象校調査（２校） 教育計画、他ドナー・

関連機関調査、維持

管理体制調査

9月25日 水

　イバダンへ移動

・オヨSUBEB表敬

・対象校調査（２校） 　イバダンへ移動

・オヨSUBEB表敬

9月26日 木

・オヨSUBEB　要請内

容確認、インセプショ

ンレポート説明・協議

・対象校視察

・オヨSUBEB　要請内

容確認、インセプショ

ンレポート説明・協議

・対象校視察

・オヨSUBEB　要請内

容確認、インセプショ

ンレポート説明・協議

・対象校視察

9月27日 金

・NPC、UBEC及びオヨ

SUBEB　M/D案協議

・対象校調査（２校） ・NPC、UBEC及びオヨ

SUBEB　M/D案協議

9月28日 土
・対象校視察

・ミニッツ案作成

・対象校調査（２校） ・対象校視察

・ミニッツ案作成

9月29日 日 ・アブジャに移動 資料整理 資料整理 資料整理 ・アブジャに移動

9月30日 月

・NPC/連邦教育省

/UBEC及びSUBEBと

のM/D（案）協議

・ミニッツ修正

・他ドナー・関連機関

調査

・対象校調査（２校） 教育計画、他ドナー・

関連機関調査、維持

管理体制調査

10月1日 火
資料整理 資料整理 資料整理 資料整理 資料整理

10月2日 水

・M/D署名・締結

・在ナイジェリア日本国

大使館及びＪＩＣＡナイ

ジェリア事務所へM/D

締結の報告

・対象校調査（２校） 教育計画、他ドナー・

関連機関調査、維持

管理体制調査

10月3日 木 イバダンへ移動 ・対象校調査（２校） イバダンへ移動

10月4日 金 対象校調査

10月5日 土

10月6日 日

10月7日 月

10月8日 火

10月9日 水

10月10日 木

10月11日 金

10月12日 土

10月13日 日

10月14日 月

10月15日 火

10月16日 水

10月17日 木

10月18日 金

月日 曜日

JICA

移動 資料整理

・朝アブジャ着

・団内打合せ

・JICAナイジェリア事務所・在ナ

イジェリア日本国大使館への表

敬訪問

・連邦教育省・NPC及びUBECへ

の表敬訪問

・対象校調査（３校）

・UBEC協議

・他ドナー・関連機関調査

・（可能なら）第1次実施校視察

・対象校調査（３校）

・ミニッツ修正

・報告書作成

　イバダンへ移動（飛行機利用）

・オヨSUBEB表敬

・対象校調査（３校）

・オヨSUBEB　要請内容確認、イ

ンセプションレポート説明・協議

・対象校視察

・オヨSUBEB　要請内容確認、インセプションレ

ポート説明・協議

・対象校視察

・オヨSUBEB　要請内容確認、イ

ンセプションレポート説明・協議

・対象校視察

・対象校調査（３校）

・対象校視察

・ミニッツ案作成

・対象校調査（３校）

・アブジャに移動

・NPC/連邦教育省/UBEC及び

SUBEBとのM/D（案）協議

・ミニッツ修正

・他ドナー・関連機関調査

・対象校調査（３校）

・M/D協議、署名・締結

・在ナイジェリア日本国大使館及

びＪＩＣＡナイジェリア事務所へ

M/D締結の報告及び官団員帰

国挨拶

・対象校調査（３校）

移動―アブジャ発 ・対象校調査（３校）

移動―東京着 対象校調査（３校） 対象校調査（３校）

JICAナイジェリア事務所・EOJ報告資料作成（現地調査結果概要ドラフト）

資料整理

補充調査　（場合によっては、JICAナイジェリア事務所、EOJ打合せ）

JICAナイジェリア事務所・EOJ報告資料作成（現地調査結果概要ドラフト）

＜Eid al-Kabir＞

JICAナイジェリア事務所・EOJ報告資料作成（現地調査結果概要ドラフト）

フィールドレポート作成　・　追加調査

フィールドレポート作成

UBEC フィールドレポート説明、協議　（対象校選定、プロジェクト内容、基本計画、運営・維持管理、負担事項等）

補充調査

JICAナイジェリア事務所・EOJ報告資料作成（現地調査結果概要ドラフト）

［Abuja到着05:10］

・JICAナイジェリア事務所との協議

・連邦教育省及びＵＢＥＣ（Universal Basic Education Commission）との協議（要請内容及び調査計画、インセプションレ

ポートドラフト）

・UBEC　上位計画、教育計画調査

・他ドナー・関連機関調査（世銀、DFID、その

他）

自然条件調査　業者打合

　イバダンへ移動（飛行機利用）

・オヨSUBEB表敬、調査予定確認

［東京/成田到着15:00］

・在ナイジェリア日本国大使館及びＪＩＣＡナイジェリア事務所への第1次現地調査結果内容報告及び協議

帰国：［Abuja（08:15）BA082→London（14:35）/(19:15) JL402 →東京/成田］

・オヨSUBEB協議　（要請内容確認、調査計画、インセプションレポートドラフト）

・対象校調査（１校）

・対象校調査（３校） ・対象校調査（３校）

移動［東京（11:45）JL401→London（16:20）/(22:50) BA083 →Abuja］

・対象校調査（３校） ・調達事情・施工計画調査

SUBEB-OYO フィールドレポート説明、協議　（対象校選定、プロジェクト内容、基本計画、運営・維持管理、「ナ」国負担

事項等）

アブジャへ移動

フィールドレポート作成　・　補充調査
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(2) 第 2 次現地調査 

 
 
 (3) 第 3 次現地調査 

 

総括 計画管理 業務主任/施設計画 建築設計1

関　徹男 三上　恵美子 南  直行 車田　輝雄

1 2014/2/22 土

2 2014/2/23 日

3 2014/2/24 月

5 2014/2/26 水

6 2014/2/27 木

7 2014/2/28 金
P12, 31校調査

アブジャに移動

8 2014/3/1 土

9 2014/3/2 日

10 2014/3/3 月

11 2014/3/4 火

12 2014/3/5 水

13 2014/3/6 木

14 2014/3/7 金

15 2014/3/8 土

 09:00 JICAナイジェリア事務所　打合せ

 13:30 UBEC 説明・協議

 08:30 UBEC ドラフトレポート説明・協議。　調査目的、日程説明。（Executive Secretary他）

移動　［Abuj→London →  ］

東京/成田着

 12:00 M/D署名　（JICA-UBEC-SUBEB-NPC-FME)

                                報告書作成

 11:00 JICAナイジェリア事務所打合せ

 14:00 日本大使館　報告・協議

コンサルタント：移動［東京→London  → ］

　→　　［Abuja到着］　コンサルタント団内協議

日順 月日 曜日

コンサルタントJICA

調達事情調査
4 2014/2/25 火

　イバダンへ移動。

　15:40 SUBEB  ドラフトレポート説明・協議。　調査目的、日程説明。

           （Executive Chairman他）

 P2, 3, 20, 40, 44 校　調査

　14:30 SUBEB  配置計画、相手国負担工事協議

 P12, 31, 42, 41, 39, 5校調査

 09:00 JICAナイジェリア事務所打合せ　（オヨ調査結果報告、今後の対応他）

 14:00 UBEC-NPC-FME-SUBEB協議　（オヨ調査結果、M/D案協議）

 P14, 19, 22, 13, 10, 27校調査

 14:00 UBEC-SUBEB協議 （相手国負担工事、M/D案修正確認）

 P4, 11, 35校調査

アブジャに移動

総括 計画管理 業務主任/施設計画 建築設計1

関　徹男 三上　恵美子 南直行 車田　輝雄

1 8月3日 日

2 8月4日 月

3 8月5日 火

4 8月6日 水

5 8月7日 木

6 8月8日 金

7 8月9日 土

8 8月10日 日

9 8月11日 月
 - 9:00  JICAナイジェリア事務所打

合せ（オヨ州協議・調査結果報告）

10 8月12日 火

11 8月13日 水  - 9:00 日本大使館　報告・協議

12 8月14日 木

13 8月15日 金

 -　SUBEB 協議（入札図書案、ナイジェリア側負担事項、実施スケジュール）

    （UBEC, NPC, FME参加）

 -　オヨ州政府協議、　オヨ州知事表敬

No. 日付

コンサルタントJICA

 - 10:00 JICAナイジェリア事務所協議（入札図書案、調査ス

ケジュール、協議内容）

移動 ［東京 →ロンドン →］

　アブジャ到着

 - 10:00 JICAナイジェリア事務所協議（入札図書案、調査スケジュール、協議内容）

- 14:00 UBEC協議（入札図書案、調査スケジュール、協議内容）

 -　移動 [アブジャ 1155→ イバダン 1310 Arik W3 792]

 移動　［アブジャj→ロンドン →  ］

 東京着

 - サイト視察　（N5P40、N44P19、N31P6、N24P8校）

 - 移動 [イバダン→ラゴス→アブジャ]

 - 資料整理

 - 9:00  JICAナイジェリア事務所打合せ（オヨ州協議・調査結果報告）

 - 14:00  UBEC-NPC-FME協議　（テクニカルノート案）

 - 11:00  テクニカルノート署名　（UBEC-コンサルタント-SUBEB-NPC、FME同席)

 - 9:00 日本大使館　報告・協議
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３. 関係者（面会者）リスト 

所属 ・氏名 Party and Name  役職 Position 

 

国家計画委員会 National Planning Commission (NPC) 

Mr. Bassey O. Akpanyung Director of International Cooperation Department 
Mr. Eloho S.O. Deputy Director 
Mr. M.Y.Abdul Raheem Assistant Director 
Mr. Oluwakemi Ognnyohoi  Planning Officer (Asia & Pacific) 
Mr. Kalu N. K. Principal Planning Officer 
Mr. Abdullahi Yokelon Assistant Chief Planning Officer 
Ms. Ewewie Abimbola Senior Legal Officer (Asia & Pacific) 
 

連邦教育省 Federal Ministry of Education (FME) 

Ms. Mbanefo Irene Deputy Director 
Mr. Fabowale A.G. Assistant Director 
Ms. Obichukwe Norgem Gladys Assistant Director 
Ms. Amedu Maria A. Chief Education Officer 
 
基礎教育普及化委員会 Universal Basic Education Commission (UBEC) 

Dr. Dikko Suleiman Executive Secretary 
Prof. Charles O. Onecha Ag. Executive Secretary (Former) 
Dr. Yakubu Gambo Deputy Executive Secretary 
Dr. Sharon 'Rowo Oriero-Oviemuno' Deputy Executive Secretary (Technical) 
Mr. Baba Sali Song Director, Planning Research & Statistics (PRS) 
Dr. C.C. Agomoh Director, Quality Assurance 
Mr. M. S. Dukku Deputy Director, Finance and Account 
Mrs. O. A. Orugun Acting Director, Social Mobilization 
Ms. B. O. Onekutu Director, Academic Services 
Mr. B. N. Tsado Deputy Director, Academic Program 
Engr. Sadiq Saad Assistant Director, Physical Planning 
Mr. David Apeh Chief Protocol Officer (CPRO) 
Mr. Bello Kagara Project Coordinator (Former) 
Mr. Iro Umar Project Coordinator 
Mr. Molkat M. Mutfwang Architect 
Mr. Yakubu Achimugu Assistant Chief Statistic Officer 
Ms. Fatima G. Yusuf Legal Adviser 
Mr. Ahyu Jauro Town Planning Officer 
Mr. Abba U. Lim Higher Technical Officer &QS 
Ms. Zahra U. Dembo Information Officer 2 
Mr. Uthman Olatunji Civil Engineer II 
Mr. Aliyu Jamo Town Planning Officer II 
Ms. Akintunde Rafiyat Public Relation Unit Assistant 
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オヨ州基礎教育普及会委員会 Oyo State Universal Basic Education Board (Oyo SUBEB) 

Dr. Busari O. Adebisi Executive Chairman 
Mr. W.O. Amao Permanent Secretary 
Mr. Razaq Raji Full Time Member (North) 
Ms. Oluyemisi Fakoyecle Full Time Member (South) 
Mr. Tok Adepoju Board Member 
Mr. Ki. O. Amoo Permanent Secretary (TESCOM) 
Mr. Yinka Osuntogan Permanent Secretary (SUBEB) 
Mr. H. K. Adedolum Director/ Planning research and statistics (Former) 
Mr. Sorungbe K.O Director/ Planning research and statistics 
Mr. F. O. Asuni Director / School Services 
Ms. I. I. Fatoki Director / Standard and Quality Assurance 
Ms. L. B. Eniola Director / School Management & Information 
  Communication Technology 
Ms. C.A. Adejumo Director / Administration and Supply 
Mr. T. O. Ogunwale Director Finance and Accounting 
Mr. A. O. Adelady Deputy Director/ Planning Research and Statistics 
Mr. F. O. Adekumle Deputy Director/ Planning Research and Statistics 
Ms. F. A. Adeyemi  Deputy Director/ Planning Research and Statistics 
Mr. O. R. Omoladum  P.T.O. (Architect) Technical Officer 
Mr. A. A. Adeyemi Chief Statistician 
Mr. Akinwale K.B Chief Accountant 
Mr. F. M. Okeyunka  P.T.O.(Quantity Surveyor) Technical Officer 
Mr. O.R. Omoladun  P.T.O. (Architect) Technical Officer 
Mr. P. A. Ademole  P.T.O. (Civil Engineer) Technical Officer 
Ms. E. O. Bujau  Deputy Director/ Finance and Accounting 
Ms. B. F. Iloui  School Service Officer 
Ms. O. O. Oluwli  Chief Education Officer 
Ms. H. A. Mustzyike  Principal Education Officer 
Ms. F. J. Ayodurem  Principal Technical Officer (Estate) 
Ms. K. F. Adeyomoye  Chief Education Officer 
Mr. M. A. Rufmi  Press Officer 
Ms. T. A. Akeinde  Secretary Planning research and statistics   
Mr. D. A. Akunde  Principal Technical Officer (Quantity Surveyor)  
Mr. Elelbed S.A.  Principal Technical Officer (Architect) 
 
オヨ州政府 Oyo State Government 

Mr. Abiola Adeyemi Ajimobi Governor 
Mr. Abimbola Adekanmi Deputy Chief of Staff 
 
 
 
世界銀行 World Bank (WB) 
Mr. Wale Samuel Education Task Leader 
 
英国国際開発省 Department for International Development of the UK (DFID) 
Ms. Sandra Graham Consultant, Education Sector Support Programme 
   in Nigeria (ESSPIN) 
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米国国際開発局 United State Agency for International Development (USAID) 
Mr. Haladu Mohammed Education Program Manager 
Ms. Nafia Ado Education Program Manager 
 
韓国国際協力機構 Korea International Cooperation Agency (KOICA) 
Mr. JUNG. Sang-Hoon Chief Representative of KOICA Office in Nigeria 
 
在ナイジェリア日本大使館 Embassy of Japan 
Mr. Ryuichi Shoji 庄司隆一 Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 
  特命全権大使 
Mr. Takeshi Hagino 萩野剛 First Secretary 一等書記官 
Mr. Kazuhito Kibana 木花和仁 First Secretary 一等書記官 
Mr Chikara Yoshimura 吉村力 First Secretary 一等書記官 
Ms. Mariko Chiba 千葉真梨子 Project Coordinator 専門調査員 
Mr. Kosuke Nagao 長尾浩介 Project Coordinator 専門調査員 
 
JICA ナイジェリア事務所 JICA Nigeria Office 
Mr. Tetsuo Seki 関徹男 Chief Resident Representative 所長 
Mr. Masato Mikamo 美甘政門 Representative 
Ms. Chie Shimodaira 下平千恵 Representative 
Mr. Kensuke Oishi 大石 Representative 
Ms. Emiko Mikami 三上恵美子 Project Formulation Advisor 企画調査員 
Mr. Ozuruoke Kingsley D. Programme Officer 
Ms. Ahmed Halim Consultant 
Ms. Elekwachi N. Doris Programme Officer 
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資料-5 ソフトコンポーネント計画 



５． ソフトコンポーネント計画 

 

(1) ソフトコンポーネントの背景 

調査を行った 44 校の中には、一部、屋根や机・椅子の補修活動があったが、ほとんどの学

校では、壊れたまま放置されているのが現状である。北部の学校と比較すると清掃活動を実

施していることが認められるが、まだ十分ではない。 

学校運営者、LGEA、教員、保護者との面談を通して、概して現地の人たちは、学校校舎を

含めた建築物は 10 年程度で使えなくなるものと認識している。そのような意識のまま、日常

の清掃・維持管理活動の重要性について助言・指導せずに教室を増築すると、本来の建物の

耐久年数を待たず建設整備した施設は早期に破損、劣化する可能性は高い。また、学校にこ

れまで便所がなかったため、便所ピットの汚泥処理などに適宜な実施が必要であることを助

言・指導する必要がある。さらに、学校施設の維持管理に必要な予算を十分に確保できない

ナイジェリア国においては、校長・教員、コミュニティ、PTA 等から成る SBMC の参画・支

援が学校施設の維持管理活動には必要不可欠である。 

FME、UBEC、SUBEB は、いずれも、このような維持管理の重要性を認識しており、ソフ

トコンポーネントが必要であるとの意見である。 

このため、本プロジェクトでは計画対象校関係者の施設維持管理に対する意識と知識が向

上し、整備された施設が適切に維持管理されることを目標に、ソフトコンポーネントを実施

する。 

(2) ソフトコンポーネントの目標 

コミュニティ開発支援無償資金協力にて建設されたオヨ州の小学校施設の持続性を確保し

維持管理が向上することをソフトコンポーネントの目標とする。 

そのために以下の活動を行う。 

a) 校舎・教室に関する維持管理ガイドライン・マニュアルの整備 
b) モデル校での維持管理活動の実践（4 校） 
c) 維持管理ワークショップのモデル校 4 校での開催（オヨ州教育委員会 SUBEB、地方

教育委員会 LGEA 参加） 
d) オヨ州教育委員会 SUBEB と地方教育委員会 LGEA が整備されたマニュアルをモニ

タリング及び指導活動のツールとして使用できるよう助言・指導 

(3) ソフトコンポーネントの成果 

ソフトコンポーネントの成果を以下のように設定する。 

a) ワークショップによって現状の維持管理の問題が議論、認識され、改善方法が検討さ

れる。 
b) 上記活動に基づいて、維持管理マニュアル、モニタリングマニュアルが作成され、



SUBEB/LGEA で周知される。 
c) 対象校で維持管理マニュアルの内容が理解され、マニュアルに従って維持管理活動が

実施される。 
d) 維持管理マニュアル、モニタリングマニュアルに基づいて、対象校以外のオヨ州の小

学校に維持管理強化の指導がなされる。 
e) LGEA、校長・教員に学校運営・維持管理のオーナーシップ意識が醸成される。 

 

(4) 成果達成度の確認方法 

• モニタリング・マニュアルに従って、SUBEB/LGEAが定期的に清掃・維持管理状況の

モニタリングを行う。 

• 直接の受益者である生徒に対するアンケート調査を行う。 

• 校長、教員、コミュニティリーダーに対する面談調査を行う。 

(5) ソフトコンポーネントの活動（投入計画） 

1) ドラフト実施ガイドラインの作成 

過去実施の実施ガイドラインを参考にオヨ州の実情に合ったドラフト実施ガイドラインを

コンサルタントが作成する。 

＜実施ガイドラインの内容＞ 

1. 背景 Background of the Soft Component 

2. 目的 Purpose of the Soft Component 

3. 成果 Outputs of the Soft Component 

4. 評価 Evaluation of Outputs Achieved 

5. 活動 Activities (Inputs) of The Soft Component 

6. 活動資源 Soft Component Implementation Resources 

7. 実施スケジュール Soft Component Implementation Schedule 

8. 成果品 Items of Output 

9. ナイジェリア国側責務 Responsibility of The Nigerian Side 

2) 現地側カウンターパート機関への説明 

コンサルタントは、上記ガイドラインを用いて UBEC、SUBEB に対してソフトコンポーネ

ントの目標、目的、実施内容、活動スケジュールについて説明を行う。理解を徹底させると

ともに、学校施設維持管理活動に対するオーナーシップ意識を促す。また、実施ガイドライ

ンを策定する。 

3) 現地タスクフォースの設置 

計画・研究・統計部長、同副部長、JICA 担当係、モデル校を所管する LGEA 代表者、視学

官等の 5～6 名で構成するタスクフォースを SUBEB 内の計画・研究・統計部内に設置する。



なお、学校の維持管理に果たす役割の大きい SBMC は SUBEB の社会動員・ICT 部 (Dept. of 

Social Mobilization & Information Communication Technology) が支援しており、ソフトコンポー

ネントの活動には社会動員・ICT 部にも協力を依頼する。 

4) モデル校の決定およびオリエンテーション 

対象校を 4 ブロックに分け、その中から維持管理活動を行うモデル校を選定する。 

5) 小学校の維持管理マニュアル作成 

• 現地タスクフォース及びモデル校の校長、コミュニティリーダーと協議を行い、彼ら

自身の問題意識を啓発しながらモデル校の完成後にどのように学校施設の維持管理の

改善を行っていくかについて検討・分析する。 

• コンサルタント側が用意するマニュアル雛形に基づき、オーナーシップ意識の醸成に

資するため、現地タスクフォースが現地側のアイデアを付加し自らマニュアルを修正

する参加型方式とする。 

• 生徒が、学校の維持管理マニュアル及び個々の維持管理活動について容易に理解でき

るような、絵解きポスターを作成する。 

• コンサルタント側は、現地側が作成した案にコメントを加え、指導する。 

＜維持管理マニュアルの内容＞ 

1. 序文 Introduction 

1-1 概要 Outline of the Project 

1-2 マニュアルの背景 Background of this Manual 

1-3 目的 Objective of this Manual 

2. 維持管理・管理活動 Building and Facilities Maintenance Control Activities 

2-1 タスクフォースの責務 Duties of Local Task Force 

2-2 施設 Building 

3. 健康・衛生・環境管理活動 Health, Sanitation and Environment Control Activity 

3-1 タスクフォースの責務 Duties of Local Task Force 

3-2 清掃 Cleaning Activities 

3-3 トイレ管理 Sewage Treatment 

3-4 廃棄物処理 Garbage Treatment 

3-5 グッドプラクティス General Good Practice 

3-6 SBMCとの協力 Instructions to SBMC Members 

4. 財務及びモニタリング管理 Financing, Monitoring and Controlling the Maintenance 

4-1 タスクフォースの責務 Duties of Local Task Force 

4-2 概算維持管理費 Estimated maintenance cost of the classrooms and toilets 

4-3 費用確保 Fund Raising 

4-4 予算と預金 Budgeting and Deposit 

4-5 モニタリングと記録方法 Monitoring and Record Keeping 



4-6 計画と報告書作成 Planning and Reporting 

6) 施設維持管理モニタリングマニュアル作成 

• SUBEB の自助努力を引き出しながら、計画対象校の維持管理活動のモニタリングの

ためのマニュアルを作成する。 

• モニタリングマニュアルの雛形はコンサルタントが前回協力での作成分を見直し・作

成する。 

• コンサルタントは修正モニタリングマニュアルを基に、現地タスクフォースと協議し、

現地側のイニシャティブを引き出しながら、現地タスクフォースが維持管理マニュア

ルを確認・作成するのを支援する。コンサルタントはマニュアルに評価を加え、コメ

ントし、フィードバックを行い、現地タスクフォースがモニタリングマニュアルを完

成させる。 

• 各校は、施設の維持管理の状況を上記モニタリングマニュアルに基づき、LGEA 視学

官を通じて年に一度SUBEBに報告する。SUBEB は各学校の維持管理報告書の全体取

りまとめを行い、UBECに報告し、UBECは年に一度JICA ナイジェリア事務所に報告

する。 

＜モニタリングマニュアルの内容＞ 

1. SUBEBとLGEAの責務 Responsibilities of SUBEB and LEGA 

2. インスペクションシート Inspection Sheets (3 Sheets) 

Sheet 1 for inspecting classroom facilities including furniture and fixture 

Sheet 2 for inspecting toilet and facilities 

Sheet 3 for inspecting state of cleanliness, sanitation and management 

3. 評価シート Evaluation Sheet 

4. SUBEBモニタリングシート Monitoring Sheets (3 Sheets) for SUBEB 

 

7) 学校施設の維持管理ワークショップの準備・実施・まとめ 

• 主催者はSUBEB の現地ファシリテーター、協力モデレーターはその他タスクフォー

スメンバーとなり、日本人コンサルタントは全体の監督・指導を行う。 

• ワークショップにおけるトレーニングメニュー、必要な教材・資機材、スケジュール、

役割分担はタスクフォースとの協議により決定する。 

• モデル校の維持管理活動内容を計画対象校の全校に普及させるため、モデル校の周辺

に立地する協力対象校の校長及びコミュニティリーダーをモデル校に招く。 

• 各校の校長、コミュニティリーダーは、モデル校における維持管理活動の実践を視察

し、トレーニングを受け、意見交換会を行う。 

• ワークショップ実施後、現地タスクフォースと反省会を行い、ワークショップ・レポ

ートを作成する。 

 



8) モデル校における維持管理活動の実践 

教員、生徒及び SBMC は、上記の維持管理マニュアルに基づき、学校改善につなげるため

の率先した維持管理活動を実践する。 

これら実践により、以下のような効果が期待される。 

① 生徒が、教室、机・椅子等の学校施設は、自分たちのため、また、今後入学してくる

後輩のために大事に使用すべき物であることを認識するとともに、自ら学校施設を清

掃する習慣が身につく。 
② SUBEB 及び LGEA が建設後の施設維持管理状況をモニタリングし、定期的に改善

を指導する体制が形成される。 
③ 便所ピットの汚泥処理、施設の維持管理等について、必要な技術と知識が得られ技術

の普及が図られる。特にトイレをきれいに使う、清掃を行う、汚物ビットを処理する

などの維持管理について、徹底した指導により、技術の定着がなされる。 
④ 学校側には維持管理マニュアルが整備され、SUBEB、LGEA には維持管理指導モニ

タリングマニュアルが整備され、双方の維持管理体制が強化される。 
 

表１ ソフトコンポーネント活動内容 

 

活動内容
コンサルタント

SUBEB, LGEA,

School

1 ソフコン開始前にあらかじめ人選を指示 ○ -

構成・人員に関し関係者と意見交換 ○ ○

タスクフォース結成と活動内容の説明 ○ ○

タスクフォース・メンバーの活動指導 ○ ○

関係資料作成
○ ○

関係者と協議・決定
○ ○

2 関係者から意見聴取 ○ ○

ドラフトの作成 ○ －

関係者との協議・決定 ○ ○

改定マニュアルの作成 ○ ○

改定マニュアルの指導 ○ ○

3 周知 ○ ○

実施 ○ ○

タスクフォースとの反省会 ○ ○

報告書作成 ○ ○

4 関係資料準備 ○ ○

実施 ○ ○

タスクフォースとの反省会 ○ ○

報告書作成 ○ ○

5 タスクフォースとの定期会合・指導 ○ ○

各校の維持管理体制の確認 ○ ○

実施 ○ ○

タスクフォースとの反省会 ○ ○

6 ドラフト作成 ○ ○

ソフコン委員会の意見徴収 ○ ○

マニュアル修正・最終化 ○ ○

マニュアルの説明・実施指導 ○ ○

7 モニタリング実施 ○ ○

モニタリング結果の集約 ○ ○

モニタリング結果の公表 ○ ○

タスクフォース及びソフコン委員会との反省会 ○ ○

報告書作成・マニュアルへのフィードバック ○ ○

維持管理・モ

ニタリン グ マ

ニュアル最終

化

モニタリング

(フォローアップ

を含む）

開始 タスクフォースの設置を

支援する。

ソフコン目的/内容/ス

ケジュールを関係者に

説明し理解を徹底させ

る。

維 持 管 理マ

ニュアル作成

既存のマニュアルを改

善し、マニュアル・ドラフ

トを作成する。

オリ エ ン テー

ション

各校関係者を集め建

設される施設内容・建

設スケジュール・ソフコン

内容を周知徹底し意

識啓発する。

ワークショップ 学校運営維持管理の

具体的手法の説明・

指導を行う。

維持管理指

導実施

円滑・持続可能な学

校運営維持管理が出

来るよう指導を行う。

維持管理・モニタリング

マニュアルを作成する。

維持管理状況を モニ

ターする。



 

(6) ソフトコンポーネントの実施リソースの調達方法 

日本人コンサルタント ：本ソフトコンポーネント全体の監督・指導を担当し、「ソフト

コンポーネント完了報告書」をJICAに提出する。 
UBEC ：ソフトコンポーネント実施に協力する現地タスクフォースを設置する。対象校

36校への連絡、召集、指導等の責任者となる。 
SUBEB ：施設の維持管理問題のオヨ州における責任者となる。モデル校でのオリエンテ

ーション、ワークショップを主催し、学校間の連絡、召集、指導等を実施する。 
LGEA 視学官 ：各学校の維持管理をSBMCとともにモニタリングする。 
小学校（校長、教員） ：施設の維持管理問題の各学校における責任者として、SBMCお

よびLGEAの活動に協力する。 
現地タスクフォース ：SUBEBの計画・研究・統計研究部が中心となり、SUBEB 計画・

研究・統計研究部のスタッフ、モデル校のLGEA 責任者、視学官で構成される。コンサル

タントとの打ち合わせにより、小学校の維持管理マニュアルをワークショップ開催に先立

ち自助努力的に作成し、このソフトコンポーネント実施の終盤にSUBEB の施設維持管理

モニタリングマニュアルを自助努力的に作成する。ソフトコンポーネント実施後は、施設

維持管理状況をモニターし、維持管理状況の年次報告書の取りまとめを年に一度JICA ナ
イジェリア事務所に報告する。 
ファシリテーター ：オリエンテーション、ワークショップ実施時にこの現地タスクフォ

ースの中から任命され、SUBEB、LGEA 等の行政側関係者並びに校長・教員、生徒、SBMC
等の学校関係者の理解がスムーズに行われるように努めるものとする。 
School Based Management Committee (SBMC) ：SBMCは、地域における多様な学校

関係者を学校とコミュニティの懸け橋となるものとして組織したものである。オヨ州では

SUBEB社会動員・ICT部 (Social Mobilization &Information Communication 
Technology)が支援し、LGEAと密接な連携の下に学校の維持管理モニタリングを実施する。 

これらの関係者の能力向上を促進し、また、施設建設・供用開始後のモニター、指導監督

体制を強化することは、計画施設が持続的に維持管理されるために大変重要である。 

(7) ソフトコンポーネントの実施工程 

ソフトコンポーネントは、施設建設の後半に SUBEB タスクフォースを設置し、完工直前

または供用開始時にその他活動を実施し、以下の実施工程とする。 

 

図１ ソフトコンポーネント実施工程 

年

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

建築工事

ソフトコンポーネント

2015 2016

準備期間 



 

 

図２ ソフトコンポーネント コンサルタント活動スケジュール 

 

(8) ソフトコンポーネントの成果品、作成担当者 

ソフトコンポーネントの成果品は以下のとおりとする（カッコ内作成者）。 
• ソフトコンポーネント実施ガイドライン （コンサルタント、UBEC、SUBEB） 
• 施設維持管理マニュアル （コンサルタント原案作成、SUBEB、各学校） 
• 施設維持管理指導モニタリングマニュアル （コンサルタント原案作成、SUBEB） 

(9) 相手国側の責務 

SUBEB は現地タスクフォースを組織し、ソフトコンポーネント計画に従って維持管理を実

施する。そのための要員、予算を確保する。SUBEB と現地のタスクフォースはソフトコン

ポーネント計画に従ってモニタリングを実施し、学校年度の最終月（8 月）に合同戦略会議

を開催する。 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 ガイドラインの見直し （国内）、UBEC-SUBEBにEmail連絡

SUBEB により対象校のワークショップ召集案内

UBECとオヨ州SUBEBへのソフコン説明・協議

3 SUBEBタスクフォースの設置

4 モデル校の決定およびオリエンテーション

5 維持管理マニュアルの協議と修正

6 維持管理指導モニタリングマニュアルの協議と修正

学校施設の維持管理ワークショップの準備・実施

ワークショップの内容解析、まとめ

8 モデル校における維持管理活動の実践と協議

9 ソフトコンポーネントについて報告書準備

10 UBECとJICA事務所への報告 - 帰国、最終まとめ（国内）

No. 項目
日数

2

7

アブジャに到着

UBEC（アブジャ）

イバダンからアブジャに移動
アブジャ発帰国

Oyo SUBEB（イバダン）

イバダンに移動



資料-６ 収集資料リスト 



 

６.  収集資料リスト 

番号 名 称 
形態 

図書・ビデオ・地図 
・写真等 

ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ｺﾋﾟｰ 発  行  機  関 発行年 

1 National Economic Empowerment and 
Development Strategy  (NEEDS) データ コピー National Planning Commission 2004 

2 Nigeria Vision 20:2020 データ コピー National Planning Commission 2009 

3 Mid-Term Report of the Transformation Agenda 
(May2011 - May 2013) データ コピー National Planning Commission 2011 

4 
Nigeria Vision 2020, Economic Transformation 
Blueprint, Macroeconomic Framework,  
Oyo State Contribution 

データ 部分コピー National Planning Commission 
Stakeholders Development Committee 2010 

5 
Oya State Economic Empowerment and 
Development Strategy 2 (OYO-SEED 2)  
2010- 2012 

データ コピー Oyo State 2010 

6 Oyo State School Based Management Committee 
(SBMC) Policy データ コピー Oyo State 2012 

7 School-Based Management Committee 
Guidebook データ コピー Kwara State with support from ESSPIN 2010 

8 Developing School Based Management 
Committee (SBMCs)  Trainers’ Manual データ コピー UBEC 2011 

9 Revised Guideline for the Development of 
School-Based Management Committees データ コピー UBEC 2011 



 

番号 名 称 
形態 

図書・ビデオ・地図 
・写真等 

ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ｺﾋﾟｰ 発  行  機  関 発行年 

10 

Federal Republic of Nigeria 
Education and Skills Policy Notes 
Policy Note 1: Education Access, Equity and 
Quality in Nigeria 

図書 コピー World Bank 2013 

11 
The Reviewed Federal Government Approved 
Guidelines for Accessing, Disbursing and 
Utilizing the FGN-UBE Intervention Fund 

図書 コピー UBEC 2012 

12 UBE COMMUNITY INITIATED SELF-HELP 
PROJECT  IMPLEMENTATION MANUAL データ コピー UBEC 2009 

13 
A GUIDANCE  MAINTENANCE MANUAL 
FOR UBE COMMUNITY INITIATED 
SELF-HELP PROJECTS 

データ コピー UBEC 2010 

14 
Nigeria’s Vision 2020 
National Technical Working Groups  
Induction Program 

データ コピー National Planning Commission  
and the Vision 2020 Secretariat 2009 

15 Report of the Vision 2020 National Technical 
Working Group on Education Sector データ コピー National Planning Commission 2009 

16 Nigeria 10-Year Strategic Plan for Education データ コピー UNESCO 2007 

17 A Review of Official Development Assistance to 
Nigeria 1999-2007 データ コピー National Planning Commission 2007 

18 4-Year Strategic Plan for the Development of the 
Education Sector  2011 - 2015 データ コピー Federal Ministry of Education 2011 

19 UBEC 2011 Annual Report 図書 コピー UBEC 2011 



 

番号 名 称 
形態 

図書・ビデオ・地図 
・写真等 

ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ｺﾋﾟｰ 発  行  機  関 発行年 

20 Minimum Standard for Planning of Basic 
Education Infrastructure データ コピー UBEC 2006 

21 School Infrastructure and Maintenance - ESSPIN データ コピー DFID 2009 

22 UBEC Service Charter データ コピー UBEC 2013 

23 Nigeria DHS EdData Survey 2010 データ コピー 

National Population Commission (NPC) in 
collaboration with the Federal Ministry of 
Education and the Universal Basic Education 
Commission 

2010 

24 2010 National Personal Audit - Directory of 
Public Primary School データ 部分コピー National Personal Audit 2010 

25 Mid-Term Evaluation of the EFA FTI 
Country Case Study: Nigeria, <Draft> データ コピー Cambridge Education, Mokoro and 

Oxford Policy Management (OPM) 2009 

26 INSTITUTIONAL ASSESSMENT - ESSPIN データ コピー DFID 2006 

27 Nigeria Education Management Information 
System Policy 図書 コピー Federal Ministry of Education 2007 

28 A Guideance Building Manual for  
Self-Help Basic Education Project in Nigeria 図書 コピー UBEC 2004 
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